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はじめに

COVID-19は武漢を発端にして瞬く間に世界を席巻し、様々なタイプの変異株に形を変え
て人々の生命、健康、生活、人生、尊厳を侵食し続けている。ワクチン接種や治療薬の開発
は進んでいるものの、欧米やアジアでは再び感染が拡大し、予断を許さない状況が続いてい
る。まさに「人間の安全保障」（Commission on Human Security, 2003, p.4 ; 日本学術会議健康・
生活科学委員会看護学分科会，2014，p.4）が脅かされる事態が続いているのである。
元来看護職者は人々の生命、生活、尊厳をその身近で護り、人々の健康と安寧に寄与する

「人間の安全保障」にとって欠かせない人材で、その使命はグローバル化の中で際立ってい
る（南，2012）。しかし今、長引く COVID-19パンデミックによる大規模災害の影響で看護
職者自身の安全感や安心感が脅かされている。このことは、看護職者の課題であると共に、
ひいては人々のWell-beingの危機でもあると言えると考える。
本論考ではこのような基本的な認識の下、看護職者が直面している危機と、その危機に看

護職者がいかに立ち向かっているのかを論述することを目的とする。日本においてはまだ看
護職者を対象にした研究は少ないため、海外文献や、筆者がこの間、様々な研修会や学会、
団体のホームページ（以下、HP）で見聞したことも含めて報告することをお許し願いたい。

1．看護職者の危機

1）過酷な労働環境がもたらす心身への影響
COVID-19感染者（以下、感染者）の診療機関では、病棟内を「グリーンゾーン（清潔区域）」、

特集　よりよく生きるとは―現状から展望するWell-being
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「イエローゾーン（準清潔区域）」、「レッドゾーン（不潔区域）」に分け、レッドゾーンでは厳
重な Personal Protective Equipment（感染防護具、以下、PPE）を装着して患者との対応時間
を 15分以内にしている（国立国際医療研究センター，2021）。PPEを装着しての勤務は 4時
間が限度と言われているが、実際にはそれ以上の過重労働を看護職者は強いられている。
このような過酷な労働環境で働く看護職者には、皮膚のトラブル（Tabary, Araghi, Nasiri 

& Dadkhahfar, 2020）、頭痛、極度の疲労、不眠、感染することや感染させることへの強い恐
怖（小岩，若島，浅井，高木，吉井，2021）、抑うつ、不安、急性ストレス障害、心的外傷
後ストレス障害、Moral Injury（道徳的傷つき、以下、MI）（Yunitri, Chu, Kang, Kamil, Chou, 

2021）などの心身の不調があることが多くの論文で報告されている。日本では、COVID-19

以前と比較して大幅にうつ病が増加し、看護師が最も高い罹患率（43.2％）を示し、若いこ
とと新人であることがリスク因子である（Katsuta, et. al, 2021）。また、COVID-19の日常生
活や職業生活への影響が離職意図につながることが明らかになっている（大植，大植，藤後，
三徳，2021）。

2） 看護職者の Moral Injury（道徳的傷つき、以下、MI） 
MIとは、人間の道徳観に抵触するような行為を自分が行った、もしくは他人や組織が行

うのを目撃したことをきっかけに、Moral Distress（道徳的苦痛、以下、MD）の状態に陥
り、個人のレジリエンスが低ければ、自己や所属組織への不信感、罪責感、最終的には職場
不適応や自殺などの自己破壊的な行動につながる状態（松枝，2020）を言う。COVID-19パ
ンデミック下では、看護職者にもMIが生じることが報告されている（Borges, Barnes, 2020; 

Greenberg, Docherty, Gnanapragasam, Wessely, 2020; 前田，瀬藤，2021）。MIは、元々は戦闘
に従事した経験がある軍人で問題になったが、Borges,  Barnes （2020）は、COVID-19とMI

との関連は戦場で戦う兵士以上と述べている。

3）危機の促進要因
　（1）看護職者への差別や偏見
日本看護協会（2020）の調査では看護職・家族や親族への差別・偏見が 20％以上あり、

日本医師会 （2021）の調査でも医療職の中で看護職への差別が最も多かった。差別と恐怖は
Burn Out （燃え尽き症候群、以下、BO）につながり、職務満足感を低下させることが明ら
かになっている（Ramaci, Barattucci, Ledda, Rapisarda, 2020）。
　（2）Triage（トリアージ）がもたらす心理的な影響

British Medical Association（2020）（以下、 BMA）は、トリアージを行う医療者には深刻な
メンタルヘルスの問題が生じる可能性があるため、組織的で継続的なサポートが不可欠と述
べている。事実、感染者をケアする看護職者のMDが医療従事者の中で最も高く （Ahmadi, 

et. al, 2021）、50％の看護職者がMDを経験し、背景にはトリアージがあると考えられてい
る（Amsalem, et. al, 2021）。
日本においては、日本救急学会、日本外科学会等が独自にトリアージの指針を出し、日本
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医師会が「BMA COVID-19 の倫理的諸問題 ガイダンス」（BMA, 2020）を仮訳してホ－ムペー
ジ（以下、HP）で紹介している。生命・医療倫理研究会（2020）は、助かる見込みがない
患者の場合、装着した人工呼吸器を助かる可能性のある患者に装着しなおす判断もすべきと
提言している。これに関しては、消極的安楽死にあたる、人工呼吸器装着下での患者の意思
決定は現実的に困難、利益相反を回避し難い等の批判がある（齋尾，2020）。欧米では倫理
学者をはじめ多様な専門家が話し合い、国としてのトリアージの行動指針を定めているが、
日本では統一した見解は出されていない。つまり、実質的に医療機関や現場の医療チームの
考え方と判断に委ねられている。このような状況下では、医療職者のメンタルヘルスへの影
響は BMA（2020）が指摘する以上になり、特に感染者と対面でケアする看護職者の心理的
負担は計り知れない。
　（3）倫理調整の機会の減少と看護師のケア文化のMI への影響
看護職者は、一般的な臨床倫理の原則に加えて、「ケアの倫理」で自己の実践を律するこ

とを基礎教育の段階から求められ訓練される。しかし、感染防御や業務負担の倍増から、倫
理調整の機会が減少しており、看護職者のMIが深刻化する危惧がある。また、看護職者は
患者に心理的にも物理的にも「寄り添う」（岡，2020）ことを大切にし、患者の価値観・信
念・ニーズに沿う個別性の高い看護を行うケア文化がある（櫻井，舟島，吉富，2008; 漆畑，
2009）。このような教育的・文化的な背景を持つ看護職者は、COVID-19パンデミック下で
人的・物的資源が不足する中、医療チームの一員として患者のケアやトリアージの最前線に
立っており、誤解を恐れず言うならば、MIに陥りやすい準備状態や条件が揃っていると考
える。

2．看護職者は危機にどのように立ち向かっているのか？

1）限りある資源を用いた感染者への最大限で最良のケアの提供
　（1）多職種連携による感染者及び回復者への継続的なケアの提供
感染予防の観点から全面的に患者の家族の面会を禁止した医療機関も多いが、臨終、手術

等の患者や家族にとって重要な場面では、規則を柔軟に運用して感染予防を徹底しつつ対面
での面会の確保、オンラインでの面会を保証している施設もある。また、看護職者が患者の
傍にいられる時間は基本的に 15分以内のため、代替手段としてオンラインや電話などで患
者へのケアを最大限継続する取り組み（高橋，2020）もされている。更に、回復した患者に
は多様な後遺症があり、高い確率でPTSD等の問題が長期間持続する （Mak, et. al, 2020）ため、
精神看護の Advanced Practice Nurses（高度実践看護師、以下、APN）を先頭に多職種によ
る支援を行っている医療機関もある（高橋，2020）。
　（2）在宅療養中の感染者への「最高の 15 分の看護」（藤田，2021）
第 4波で医療提供体制がひっ迫し保健所も機能不全の中、K市では死亡者数が他の都道

府県と比べて格段に増加した。訪問看護ステーションの管理者として働く慢性疾患看護の
APNは、行政や関係団体に働きかけ、在宅での医療提供体制を構築した（藤田，2021）。し
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かし訪問開始までには、在宅療養者や家族等からの助けてほしいという悲痛な叫びを一身に
受けながらも、自分が感染する恐怖、家族や他の利用者に感染させる恐怖、自分や関係者が
誹謗中傷などで傷つけられる恐怖、経営が成り立たなくなるのではという不安等、様々な葛
藤があった（藤田，2021）。それらの葛藤を乗り越え、「コロナでなくてもコロナでも自宅で
訪問看護を必要とする人々の命と生活を守る」（藤田，2021）という決意をする。
訪問の目標は、「1．病状悪化の早期発見、対応、適切な治療につなぐ、2．生命に直結す

る身体介護、生活ニーズの判断と支援、3．孤独にさせない、孤立させない」（藤田，2021）
である。そして編み出したのは、利用者の家をレッドゾーンに見立て、他の訪問看護師、行
政保健師、利用者と協働し、滞在時間 15分で迅速に優先度の高いケアを実践することであっ
た。また、担当医や呼吸療法認定士との連携による最大限の良質な医療やリハビリテーショ
ンの提供を行った（藤田，2021）。医療機関で働く看護職者と違い、訪問看護師はまだワ
クチン接種を受けられない段階から一人の感染者も出さず訪問を継続したのである（藤田，
2021）。まさしく、リスクがあるから訪問しないのではなく、いかにリスクを低減して訪問
を可能にするか、資源が不足する中でそれをどう打開して可能な限りの最良の医療を提供し
続けるか（藤田，2021）、という発想の転換が多くの在宅患者の救命と安寧につながった。

2）最前線でケアを提供する看護職者への支援
　（1）医療機関での看護職者への支援
医療機関では、COVID-19は災害と同様の惨事ストレスとなることを想定した相談支援、
メンタルサポートチームによる支援（高橋，真壁，中野，2021; 高橋，2020; 安田，2020）、
組織的な混乱を低減するための看護管理者を対象にした支援（高橋，2020）を APNと看護
管理者が協働して展開している。具体的な活動は、職員のメンタルヘルスのスクリーニング
調査（高橋，真壁，中野，2021; 高橋，2020）、リスクの高い職員や希望者への対面やメー
ルによる相談支援 （高橋，真壁，中野，2021; 高橋，2020; 安田，2020）、看護管理者による
看護職員のストレスフルな状況の受容（倉岡，2021）、産業医への相談体制の確立（倉岡，
2021）である。メンタルヘルスについての知識の普及・啓発のための各種資料の作成・配
布（高橋，真壁，中野，2021; 安田，2020）、精神科リエゾンチームをはじめとするサポー
トチームによる COVID-19対応病棟へのラウンドと、それらの結果の管理部門や他の専門職
者との情報の共有・必要な対応の協議・協働（高橋，真壁，中野，2021; 高橋，2020; 安田，
2020）、看護管理者対象と感染者対応の看護師対象のリフレクション・ミーティング（高橋，
2020）、COVID-19患者対応部署への「感謝の色紙」の贈呈 （高橋，2020）、看護部へのコン
サルテーション活動（高橋，2020）など多岐にわたる。
そしてそれらの結果、メンタルヘルスの問題による休職者の予防 （高橋，真壁，中野，

2021）、看護職者自身による看護職のメンタルヘルスに関する研究の実施（高橋，2020）、
COVID-19対応病棟の看護職者のエンパワメント（高橋，2020）などにつながっている。
　（2）看護系の職能団体や任意団体による看護職者への支援
日本看護協会や各県の看護協会は、いち早くメールによる相談支援事業を立ち上げ、大学
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の教員、APN、ゼネラリストが協力している。そして看護職者の状況を記者会見や HPで国
民に広く周知し、支援を求める活動を行っている。また、看護職への復職を求めるキャンペー
ンを展開し、医療現場だけでなく、宿泊療養施設等への復帰も少なからず実現している（日
本看護協会 HP）。日本専門看護師協議会（APNの職能団体）は、相談支援にあたる APNに
対する教育や相談の機会の提供、COVID-19下での実践知の共有のための研修や事例検討会
を行っている。また、看護未来塾（代表世話人　南裕子）では、第 1波の早期から、看護学
教育や医療についての緊急要望書や提言を発出して、社会的に呼びかけると共に継続的に開
催されている学習会で COVID-19下での看護の実践知について共有する機会を提供している
（看護未来塾 HP）。九州・沖縄高度実践看護師活動促進協議会（代表　松枝美智子）も看護
職者を対象にした COVID-19関連の相談支援事業を第 6波に備えて 2021年 12月から開始し
ている（同協議会 HP）。
　（3）看護系の学会等としての看護職者への支援
日本看護倫理学会（2020）は、看護職者への言われなき差別や偏見についての抗議の声明

をいち早く発出した。また、日本精神保健看護学会（2020）は、社会貢献委員会を中心に
して、リモートによる支援者支援のためのガイドラインを作成し、学会の HPで提供してい
る。更に、PASセルフケアセラピィ看護学会は、看護職者からの電話やメールによる相談に
応じると共に、COVID-19に特化した教育を提供している（PASセルフケアセラピィ看護学
会 HP）。

3）COVID-19下での「地元創生看護学」（日本学術会議，2020）の実装
「地元創生看護学」（日本学術会議，2020）とは、「地元（home community）の人 （々population）
の健康と生活に寄与することを目的として、社会との協働により、地元の自律的で持続的な
創成に寄与する看護学」（日本学術会議健康・生活科学委員会看護学分科会，2020）のこと
である。COVID-19パンデミックで危機的状況にあった兵庫県においては、兵庫県看護系大
学協議会が「地元創生看護学」を行政や地域住民をはじめ多様なステークホルダーを巻き込
んで実装していった（南，増野，グライナー，秋元，綿貫，西村，2021）。具体的には、兵
庫県看護系大学協議会による様々なレベルでの調整と切れ目のない支援体制の構築、兵庫県
の看護系大学による軽症患者への支援と療養者・退所者への支援、保健所の機能の代替支援、
ワクチン職域接種支援、大学の附属病院への支援等を教職員、学生、地域住民が一丸となっ
て担った（南，増野，グライナー，秋元，綿貫，西村，2021）ことが報告されている。

おわりに 

このように看護職者自身が COVID-19パンデミックによる大規模災害で危機に直面する
中、果敢に危機打開のための多様な取り組みを行っており、それらはまだまだこれからも続
く。本稿の読者の皆様も医療・介護など、国民の健康、生命、尊厳を守るべく最前線で働く
看護職者への一層のご理解と、継続的な支援をお願いしたい。「はじめに」でも述べた通り、
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看護職者は「人間の安全保障」を最前線で具現化する担い手であるため、それがひいては広
く人々のWell-beingにつながると考えるからである。
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